
○泉大津市就学援助規則 

平成 20年 3月 28日 

教委規則第 1号 

泉大津市就学援助規則(昭和 40年泉大津市教育委員会規則第 2号)の全部を改正する。 

(目的) 

第 1条 この規則は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第４条に規定する教育の機

会均等の趣旨にのっとり、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 19 条の規定に基づき、

経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就

学援助」という。)を行うことによって、義務教育の円滑な実施に資することを目的とす

る。 

(平 20教委規則 5・一部改正) 

(援助を受ける資格) 

第２条 この規則により就学援助を受けることができる者は、生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者(以下単に「要保護者」という。)である保

護者又はこれに準ずる程度に困窮していると泉大津市教育委員会（以下「委員会」という。）

が認める者（以下「準要保護者」という。）である保護者で、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

 (1) 就学援助に係る児童又は生徒が公立の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍して

いる者（本市の区域内に居住している者に限る。) 

 (2) 前号に掲げる者のほか、就学援助に係る児童又は生徒が泉大津市立の小学校又は中

学校に在籍している者（現にその居住する市町村から就学援助を受けている者又はそ

の居住する市町村から就学援助を受けることができる者を除く。) 

（準要保護者の認定要件） 

第３条 準要保護者と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者 

ア 生活保護法第２６条に基づく保護の停止又は廃止 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項及び第３項に基づく市 

町村民税の非課税 

ウ 地方税法第３２３条に基づく市町村民税の減免 

エ 地方税法第７２条の６２に基づく個人の事業税の減免 

オ 地方税法第３６７条に基づく固定資産税の減免（泉大津市市税条例第３５条第１ 

号、第２号、第４号、第５号（泉大津市市税条例施行規則第９条５号クに該当する 

場合のみ）に該当する世帯） 

カ  国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条に基づく国民年

金保険料の免除 

キ  国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条に基づく国民健康保険料
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の減免又は徴収の猶予 

ク 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条に基づく児童扶養手当の支 

給 

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するもの 

ア 世帯員全員の前年中の所得額を合算した額が委員会の定める所得基準額を超えて 

いない者 

イ その他要保護者に準ずる程度に困窮し、委員会が特に援助を行うことが必要であ

ると認める者 

 (申請) 

第４条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる

申請の区分に応じ、当該各号に定める期日までに就学援助申請書を委員会に提出しなけ

ればならない。ただし、要保護者に係る申請の期日については、委員会が別に定めるもの

とする。 

(1) 全期分(4月分から翌年の 3月分までをいう。)の申請 5月末日 

(2) 随時分(年度途中の月分から同年度の 3 月分までをいう。)の申請 就学援助を受け

ようとする最初の月の 15日まで 

(被援助者の決定) 

第５条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、審査を行い、就学援助の可否を

決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

(援助金の額の決定) 

第６条 就学援助として支給する援助金(以下「援助金」という。)の額は、委員会が定める。 

(援助金の受領及び返納の委任) 

第７条 第 5条の規定により就学援助の決定を受けた保護者(以下「被援助者」という。)は、

援助金の受領及び返納について、学校長に委任することができる。 

(援助金の内容及び支給方法) 

第８条 援助金は、次の内容により支給する。ただし、生活保護法第 13条に規定する教育

扶助を受けている者に支給する援助金は、第 3号の修学旅行費のみとする。 

(1) 学用品費 

(2) 校外活動費 

(3) 修学旅行費 

(4) 給食費 

(5) 入学援助費 

(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 14 年法律第 162 号)第 17 条第 4 項

の規定により災害共済給付に係る共済掛金の額のうち保護者から徴収する額 

２ 援助金は、前期分(4月分から 9月分までをいう。)については 9月末日までに、後期分

(10月分から 3月分までをいう。)については 3月末日までに支給するものとする。 
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３ 委員会は、被援助者が学校納付金等を納付していないときは、学校長を経由して被援助

者に援助金を支給するものとする。 

(目的外使用の禁止) 

第９条 被援助者は、援助金をその目的以外に使用してはならない。 

(被援助者の取消し等) 

第１０条 被援助者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由を付して、

委員会に就学援助の取消しを申し出なければならない。 

(1) 本市の区域外に転出したとき。（ただし、第２条第２号に該当する場合を除く。） 

(2) 生活保護法第 13条に規定する教育扶助を受けることとなったとき。 

(3) その他就学援助の必要が無くなったとき。 

２ 委員会は、前項の規定による申出がない場合であっても、被援助者が前項各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、就学援助の決定を取り消し、又は援助金の全部若しくは一

部を支給しないことができる。 

３ 委員会は、被援助者が虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けた場合又は

この規則の規定その他この規則に基づく指示に違反した場合は、就学援助の決定を取り

消し、既に交付した援助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。 

(補則) 

第１１条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

(泉大津市学校医療費補助金給与規則の一部改正) 

２ 泉大津市学校医療費補助金給与規則(昭和 34 年泉大津市教育委員会規則第 11 号)の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則の一部改正) 

３ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則(昭和 35 年泉大津市

教育委員会規則第 2号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成 20年 8月 29日教委規則第 5号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の泉大津市就学援助規則の規定

は、平成２８年４月１日から適用する。 
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